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第 ９ 章 給水装置工事に伴う申請手続き等 
 

第１節 給水装置工事の施工承認 
 

 

 給水装置の新設、改造、修繕とは法第 16条の 2第 3項の国土交通省令で定める給水装置

の軽微な変更を除く。以下同じ。〕又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところによ

り、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。 【条例第 5条】 

 

 

 給水装置の工事をしようとする者は、あらかじめ管理者に届け出て、その承認を受けなけ

ればならない。これは、管理者の配水管を損傷しないこと。他の需要者への給水に支障や危

害を与えないこと。また、水道水質の確保に支障を生じないこと等の確認するためである。 

  ※ 給水装置工事申込書の設計図提出後に、管理者にて工事許可の最終判断を行う。 

 

第２節 施工承認する工事 
 

 

施工承認をする工事は、新設、改造、修繕（軽微な変更を除く) 及び撤去の工事とする。 

 

 

１ 給水装置を新設する工事 

  配水管又は給水装置から分岐し、新たに給水装置を設置する工事。 

２ 給水装置を改造する工事 

 （１） 既設の分水栓を利用し又は分水栓を新たに設け、給水管の管径を変更する工事。 

 （２） 給水管又は給水用具の一部を取り除く工事。 

 （３） 給水管の布設位置を変更する工事。 

 （４） 給水管を改良(管種変更等)する工事。 

 （５） 家屋の建替えにより給水装置を設置する工事。 

 （６） メーター口径の変更を伴わない工事で、既設給水装置に新たに給水管を接続し給

水用具を増す工事。 

 （７） その他上記の工事が重複する工事。 

３ 給水装置を修繕する工事 

  施行規則第 13 条に定める「給水装置の軽微な変更」を除く、給水装置の原形を変える

配管を伴う工事。 

４ 給水装置を撤去する工事 

   配水管又は他の給水装置からの分岐箇所において給水管を切断し、当該切断口を完全に

ふさぎ、給水装置の全てを取り除く工事。 
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第３節 承認要件 
 

 

１ 給水区域内であって、当該給水装置の設置が可能な立地条件にあること。 

２ 当該給水装置による計画使用水量が、分岐予定の配水管又は既設給水装置の給水能力の範

囲内であること。 

３ 当該給水装置の口径は適正であること。 

４ 計画使用水量は、効率的な使用方法に基づき算出されたものであること。 

５ メーターの設置基準及び性能基準に適合していること。 

６ 当該給水装置の設置場所に使用見込みのない既設給水装置がある場合は、その既設給水装

置を撤去すること。 

７ その他給水装置の管理に支障を及ぼさないこと。 

 ※ 配水管の取り付け口からメーターまでの間の給水装置の構造及び材質については、管理者

が指示することができる。   【条例第 7条の 2第 1項】 

 

    
※ 給水装置工事申込書の設計図提出後に、管理者にて工事許可の最終判断を行う。 

 

 

第４節 給水装置工事の届出 
 

 

１ 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第 16 条の 2 第 1 項の規定により指定をした指

定工事業者が施工する。    【条例第 7条第 1項】 

２ 前項の規定により、指定工事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設

計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなけれ

ばならない。        【条例第 7 条第 2項】 

３ 第１項の規定により管理者が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人

の同意書等の提出を求めることができる。    【条例第 7条第 3項】 

４ 工事申込者は、条例第 7 条第 3項の規定により次の各号のひとつに該当する場合は、そ

れぞれ当該各号に定める書類を提出しなければならない。 

（１） 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、給水装置所有者の同意書。 

（２） 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書。 

（３） その他特別の事由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書。 

【規程第 4条】 

５ 指定工事業者は、給水条例第 7 条第 2 項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係

る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。【指定工事業者規程第 14条】 

 

 

１ 申込書の作成及び給水装置工事の申込み。 

  申込者は、指定工事業者を選定し、指定工事業者は、管理者に申込むものとする。 

２ 申込書等の作成。 

   指定工事業者は、次に掲げる書類のうち、申込みに必要な書類を申込者に説明のうえ作

成し、その確認を得て管理者に提出し設計審査を受けること。 

   給水装置工事は、設置メーター（給水装置番号）ごと、又は止水栓設置工事ごとに給水

装置工事申込書を作成すること。ただし、集合住宅又は事務所等同一建物内に集合する給

水装置にあっては、同一所有者の場合に限り、１棟の建物をもって１単位として申込書を

作成すること。 

   この際、管理者は、申込みごとに受付番号及び給水装置番号を付し、別に定める設計審

査手数料等を納入通知書により徴収する。 



78 

 

３ 給水装置工事申込書（付属資料 記入例１参照） 

   設置場所、申込者名、指定工事業者、主任技術者名等を記入し、申込者の押印をしたも

ので以下に掲げる諸届け及び委任状の該当欄に、必要事項を記入し、当該本人が押印した

もの。 

 （１）利害関係者の承諾 

    ① 私設管からの分岐承認 

      他の者の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、給水装置所有者の承

認。 

    ② 土地所有者の通過承認 

      他の者の所有地内を通過して給水管を布設するときは、土地所有者の承認。 

    ③ 構築物所有者の承認 

      申込場所の構築物所有者(家屋所有者)が申込者と異なるときは、構築物所有者の

承認。 

    ④ 土地所有者の承認 

      申込場所の土地所有者が申込者と異なるときは、土地所有者の承認。 

 （２） 委任状 

     指定工事業者は、工事申込み者の委任を受けて、給水装置工事に必要な工事費及び

市納金の納付並びに還付の収受に関する一切の権限を有する。 

４ 給水装置台帳（付属資料 記入例２参照） 

   給水方式欄及び給水装置使用材料欄に、給水方式及び使用材料を記入したもの。 

５ 給水装置設計兼竣工図（付属資料 記入例３参照） 

   工事場所、申込者名、指定工事業者名、主任技術者名、平面図、見取図及び立面図等を

記入したもの。 

６ その他管理者が必要あると認める書類。 

 （１） 一般住宅等以外の集合住宅、店舗、事業所等に給水する場合の所要水量を算定した

計算書。 

 （２） ３階以上４階以下に給水する場合の必要条件を算定した計算書。 

 （３） 増圧給水装置が必要とする場合の必要条件を算定した計算書。 

 （４） 止水栓設置工事を行う場合の止水栓設置についての誓約書。 

 （５） 市道の掘削は、道路管理者の掘削、占用許可が必要であるため、道路掘削、占用申

請書に上下水道局の受付印、又は経由印を押印後、指定工事業者により申請する。 

    ① 国道、県道の掘削、占用及び河川占用については、各管理者と事前協議を行い、

下記に掲げる書類を準備し、上下水道局の経由印を押印後、指定工事業者より申請

する。なお、占用許可等を取得するまでは、理由のいかんを問わず工事をしてはな

らない。また、着工に当たっては、許可条件を遵守すること。 

      ア 位置図 

      イ 施工計画書 

      ウ 工事概要 

      エ 実施工程表 

      オ 緊急時の連絡体制 

      カ 安全対策図 

      キ 掘削及び復旧図面 

      ク 損害賠償責任負担請書 

      ケ 現況写真 

      コ その他管理者の指示の書類 

    ② 舗装復旧は、道路管理者の指示によるものとする。 

    ③ 国道、県道又は河川占用の工事が完了後、速やかに実施工程表及び着手前・施工中・

完了後の写真を道路又は河川管理者に提出し、各管理者の検査を受けること。 

 （６） その他、管理者が必要と認めた書類。 
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第５節 給水装置工事の審査・承認 
 

 

１ 給水装置工事設計等の審査は、法、条例等に基づいて、設計書及び現地調査等により審査

し、これに適合する場合は承認する。 

２ 口径別分担金や設計審査手数料等の納入を必要とするときは、その納入済を確認した後に、

承認を行うものとする。なお、口径別分担金等の納付を拒否したときは、当該工事を承認

しない。 

   ただし、延納申出書により延滞金を支払う場合は、口径別分担金等を後納することがで

きる。 【分担金条例第 5条の 2】 

 

 

 

第６節 給水装置工事承認後の変更 
 

 

 給水装置工事承認後に次に掲げる項目について設計内容の変更をする場合は、速やかに届け

出し、設計審査手数料等を納入後、工事に着手するものとする。 

 １ 分岐引込みに変更があるとき。 

 ２ メーターの位置等に変更があるとき。 

 ３ 給水管の口径に変更があるとき。 

 ４ 給水栓数が増減するとき。(メーター適正の基準内である場合は除く。) 

 ５ 口径別分担金に関する変更は、再審査を受け差額を納入し承認を得ること。 

 

 

 

第７節 工事申込みの取り下げ 
 

 

 申込者の都合又はその他の理由により工事の施工を取り止めた場合は、直ちに取り下げ願を

提出し、必要費用を納入しなければならない。 

 

 

 

第８節 口径別分担金 
 

 

１ 口径別分担金 

  給水装置の新設又は増口径工事により給水を受けようとする者のメーター口径別に係る

分担金をいう。                   【分担金条例第 3条第 1号】 

２ 給水装置の新設又は増口径工事により給水を受けようとする者に対して、口径別分担金

を徴収する。                    【分担金条例第 3条第 1号】 

３ 分担金の額は、別表に定める分担金の額に第１号及び第２号の税率の合計に１を加え

た率を乗じて得た額(その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とす

る。 

 (1) 消費税法(昭和 63年法律第 108号)第 29 条に規定する税率。(以下「消費税率」と

いう。) 

  (2) 消費税率に地方税法(昭和 25年法律第 226号)第 72条の 83に規定する税率を乗じて

得た税率。 
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 メーター口径 金  額 【分担金条例第 4条】 

20ミリメートル以下 １３０，０００円 

25ミリメートル ２２０，０００円 

40ミリメートル ７００，０００円 

50ミリメートル   １，２００，０００円 

75ミリメートル   ３，８００，０００円 

100ミリメートル ６，８００，０００円 

150ミリメートル １１，０００，０００円 

200ミリメートル以上 別に管理者が定める。 

 

４ 口径別分担金の納期限は、給水装置工事着手の承認日。【分担金条例第 5条】 

５ 申込者が既に納めた分担金は還付しない。ただし、天災地変その他管理者がやむを得ない

と認めた場合はこの限りでない。【分担金条例第 6条】 

 

 

１ 給水装置を設置し新たに給水を受けようとする場合、メーターの口径の区分及びその個

数により徴収する。【分担金施行規程第 3条】 

２ 給水装置を改造し増口径となる場合、既に給水を受けているメーター口径と増口径した

メーター口径の金額の差を徴収する。ただし、口径１３ミリメートルを口径２０ミリメー

トルに、口径３０ミリメートルを口径４０ミリメートルに増口径した場合は、メーター口

径の差額は徴収しない。【分担金施行規程第 3条】 

３ １個のメーターで２戸以上の使用水量を計算しているものを、各戸メーターに切り替え

る場合、切り替え後の各戸メーターの口径ごとに計算した口径別分担金の合計額と切り替

え前のメーター口径に係る口径別分担金との差額を徴収する。 

４ 既設メーターの口径を減口径する場合は口径別分担金の差額の還付は行わないものと

する。 

５ 既設メーターの口径を減径し、その後再び増径する場合、増径するメーターの口径に係

る口径別分担金と減径したメーターの口径に係る口径別分担金との差額を徴収する。 

６ 口径別分担金の納付が確認されるまで、メーターは交付しない。 

７ その他分担金 

  貯水槽水道以下の装置で、各戸徴収を受けようとする者は、各戸メーター口径に応じた

分担金条例第 4条の口径別分担金に相当する額の合計額から、親メーターの口径別分担金

又は既に給水を受けているメーター口径別分担金の額の合計額を控除した額を徴収する。 

【分担金施行規程第 3 条】 

（１） 分担金を納付し、貯水槽水道以下の装置により給水を受けている者が、直結直圧又

は直結増圧装置を設置し給水を受けようとするときは、「直結直圧、直結増圧給水に

関する口径別分担金の取り扱い基準」により、分担金条例第４条で定める額の合計額

から、親メーターの口径別分担金を控除して算定する。ただし、既に、各戸徴収を受

けている者については、当該算定後の額から、既に受けているメーターの口径別分担

金に相当する額を控除した額とする。【分担金施行規程第 3条備考 2】 

（２） 前項の場合において、昭和６０年３月３１日以前の建築物等については、「その他分

担金取り扱い基準」により、別に管理者が定める工事を施工することにより、分担金

条例第 4条で定める額の合計額を免除する。 
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第９節 手数料 
 

 

１ 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。 

   設計審査手数料         １水栓番号１回につき   ３，０００円(非課税) 

   工事検査手数料         １水栓番号１回につき   ６，０００円(非課税) 

   立会料（分岐工事１３～５０㎜）  １回につき       ６，０００円(課税) 

   立会料（分岐工事７５㎜以上）   １回につき      １１，０００円(課税) 

   停水料（配水管切取工事）     １回につき      ４０，０００円(課税) 

各戸検針（事務手数料）      １件につき       ６，０００円(課税) 

   受水タンク・増圧装置（中間検査費）１箇所につき        ６，０００円(非課税) 

２ 前項各号に係る手数料は、休日及び勤務時間外の場合は５割増とする。 

【条例第 31条関係】 

  １ 手数料の課税等は消費税相当額をいう。 

 

第１０節 貯水槽水道等における各戸徴収の取り扱い 
 

 集合住宅における各戸徴収の申請がされた場合、その他分担金等の徴収について以下のとお

り取り扱う。 

１ 昭和６０年３月３１日以前の集合住宅で既存建築物がある場合(各戸徴収していない場

合)。 

 (１) 既存建築物が昭和６０年３月３１日以前に建築された建築物であること。 

   （給水台帳の確認、使用開始日の確認、貯水槽水道の有無、分担金賦課状況） 

 (２) 既存建築物が昭和６０年４月１日以降に建設した建築物で昭和６０年３月３１日迄に

申請があった建築物であること。 

   （給水台帳の確認、使用開始日の確認、貯水槽水道の有無、分担金賦課状況、各戸徴収申請

日の確認） 

  (３) 第８章貯水槽水道以下装置の指導基準第７節各戸検針・徴収に係るメーターの設置基

準により施工されていること。施工されていない場合は申請者の費用負担において施

工すること。 

  (４) 各戸のメーター設置工事は宝塚市上下水道局指定給水工事業者で施工されていること。 

  (５) 各戸のメーターは管理者指定のメーター（新規メーター）を申請者の費用負担におい

て設置すること。 

(６)  管理者の適合検査終了後、メーターは管理者に寄付すること。 

(７) 上記の(１)から(６)の条件を全て満たした場合、その他分担金は免除する。 

(８) 各戸徴収申請に係る諸経費として、手数料を徴収する。 

・全戸数×手数料（６，０００円）＋消費税相当額 

 

２ 昭和６０年３月３１日以前の集合住宅で既存建築物を昭和６０年４月１日以降に改築工事

された場合(各戸徴収していない場合)。 

  (１) 改築工事以前の建築物が昭和６０年３月３１日以前に建築された建築物であること。 

    （給水台帳の確認、使用開始日の確認、貯水槽水道の有無、分担金賦課状況） 

  (２) 改築工事以前の建築物と規模、構造、用途が著しく異なっていない建築物であること。 

    （改築工事以前の規模、構造、用途が明確に確認できる図書） 

 (３) 既存建築物の必要水量に適した給水管口径であること。これに満たないときは、給水管

を申請者の費用負担において増口径工事を施工すること。 

 (４) 第８章貯水槽水道以下装置の指導基準第７節各戸検針・徴収に係る水道メーターの設

置基準により施工されていること。施工されていない場合は申請者の費用負担におい

て施工すること。 

 (５) 各戸のメーター設置工事は宝塚市上下水道局指定給水工事業者で施工されていること。 
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 (６) 各戸のメーターは管理者指定のメーター（新規メーター）を申請者の費用負担におい

て設置すること。 

 (７)  管理者の適合検査終了後、メーターは管理者に寄付すること。 

 (８) 上記(１)から(７)の条件を全て満たした場合、その他分担金は免除する。 

ただし、改築工事以前の戸数より増加した場合、増加戸数についてその他分担金は徴収す

る。 

   （親口径別分担金については考慮しない。）この場合の額は次のとおりとする。 

増加戸数×その他分担金（口径別分担金相当額）＋親口径別分担金（親口径に変更が

ある場合）＋消費税相当額 

 (９) 各戸徴収申請に係る諸経費として、手数料を徴収する。 

   ・全戸数×手数料（６，０００円）＋消費税相当額 

 

３ 昭和６０年４月１日以降に集合住宅の新築工事を行った場合。 

 (１) 第８章貯水槽水道以下装置の指導基準第７節各戸検針・徴収に係る水道メーターの設

置基準により施工されていること。 

 (２) 各戸メーターは管理者が貸与するメーターを設置すること。 

 (３) 全戸数に対してその他分担金を徴収する。 

  全戸数×その他分担金（口径別分担金相当額）－親口径別分担金＋消費税相当額 

  (４) 各戸徴収に係る諸経費として、手数料を徴収する。 

   ・全戸数×手数料（６，０００円）＋消費税相当額 

 

４ 昭和６０年４月１日以降の建築物で集合住宅を改築、増築工事された場合。 

 (１) 第８章貯水槽水道以下装置の指導基準第７節貯水槽水道のメーターの設置基準により

施工されていること。 

 (２) 各戸メーターは管理者が貸与するメーターを設置すること。 

 (３) 改築、増築工事以前に各戸徴収を行っていない集合住宅の場合 

   全戸数に対してその他分担金を徴収する。 

   ・全戸数×その他分担金（口径別分担金相当額）－親メーターの口径別分担金＋消

費税相当額 

（４） 各戸徴収に係る諸経費として、手数料を徴収する。 

     ・全戸数×手数料（６，０００円）＋消費税相当額 

（５） 改築、増築工事以前に各戸徴収を行っている集合住宅の場合 

   改築、増築工事以前の戸数より増加した戸数に対してその他分担金を徴収する。 

    増加戸数×その他分担金（口径別分担金相当額）－親メーターの口径別分担金（増

口径相当分） 

    ＋消費税相当額 

（６） 各戸徴収に係る諸経費として、手数料を徴収する。 

  ・全戸数×手数料（６，０００円）＋消費税相当額 

 

５ 集合住宅における各戸徴収の申請を行う場合は、集合住宅各戸徴収申請書及び給水装置工

事申込書（散水用）を提出すること。 
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集合住宅の各戸検針・徴収の手続きの手順 

 
  

・給水装置工事申込書 

・集合住宅各戸検針・徴収申請書 

・貯水槽水道以下メーター装置設置条件承諾書 

 

（申込者） 

                       ↓提出 

  
書 類 審 査  （上下水道局） 

                       ↓ 

  
貯水槽水道以下メーター装置設置工事承認 （上下水道局） 

                     ↓ 

  
分 担 金 納 入 （申込者） 

                       ↓ 

  
メーター設置工事 着手 （申込者） 

                       ↓ 

  
適 合 検 査 （上下水道局） 

                       ↓ 

  
検 査 結 果 通 知 （上下水道局） 

                       ↓ 

  
検針・徴収業務開始 （上下水道局） 

 

 

 

第１１節 臨時用給水装置工事の取り扱い 
 

 

１ 工事その他の事由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際管理者が

定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたと

きは、この限りでない。【条例第 29条第 1項】 

２ 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。【条例第 29 条第 2項】 

３ 臨時用とは、工事その他臨時に使用するもの【規程第 15条第 3号】 

 

 

１ 工事その他の事由により、一時的に水道を使用するための給水装置を新設する場合は、

臨時用とする。 

  なお、給水栓を１栓のみ設置をする場合は、臨時用で申込をすることとし、臨時用使用

後に、その給水装置を使用して臨時用以外の用途に変更することを前提として給水装置工

事を申し込む場合は、工事用で申込をすること。 

２ 臨時用を申し込む場合、誓約書(別途様式)及び代理人選任届(別途様式)を同時に提出す

る。 

この際、料金精算を円滑に行うため、申込者(使用者)の住所及び氏名は、当該申込者の

会社の所在地又は自宅等の住所とし、法人の場合は、法人名で申し込むこと。 
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３ 臨時用の使用をやめたとき、料金精算を行うことになるので臨時用(工事用)の使用者名

義は支払者の了承を得るものとし、できれば指定工事業者が代行して申し込むこと。 

４ 臨時用の使用廃止と同時に、配水管の分岐から臨時用給水栓までは、指定工事業者にお

いて撤去し、使用水量は、上下水道局職員のメーター指示数の確認を受けること。 

５ 臨時用(工事用)の水道料金（課税） 

  ８，０００円（基本料金（２ケ月）＋４００円／㎥  

６ 臨時用(工事用)の前納金 

  （１） 口径１３～２０㎜     ７０，０００円 

  （２） 口径２５㎜      １５０，０００円 

  （３） 口径４０㎜ 以上   ３００，０００円より 

 ７ 臨時用メーターが撤去されているまたはメーターが設置されていない場合は、工事の一

環として、指定工事業者にて取付を行う。 

 

 

第１２節 給水装置の工事検査等 
 

 

１ 管理者は、法第 17 条第 1 項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に

係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該給水装置工事を施工した事業所に係

る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。【法第 25

条の 9】 

２ 管理者は、指定工事業者に対し、当該指定工事業者が給水区域において施工した給水装

置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。【法第 25条の 20】 

 

 

１ 指定工事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料

の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。 

【条例第 7条第 2項】 

２ 指定工事業者は、条例第 7条第 2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後

速やかに当該工事検査に係る申請書により管理者に申請しなければならない。 

                          【指定工事業者規程第 15条第 1項】 

３ 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、

改めて管理者の検査を受けなければならない。  【指定工事業者規程第 15条第 2項】 

４ 管理者は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第 17 条の給水装置の検査の必要

があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当

該工事に関し第 13 条第 1 号により指名された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に

係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。  【指定工事業者規程第 16条】 

５ 管理者は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報

告又は資料の提出を求めることができる。        【指定工事業者規程第 17条】 

 

 

１ 管理者が水道の管理上必要があると認めるとき及び工事完了後に行う給水装置の検査は、

その位置、構造、材質若しくは機能又は漏水の有無について検査を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、給水装置の規模、構造、工事内容その他で、管理者がその必要

がないと認めるときは、検査の一部を省略することができる。 

 

 

１ 検査の種類 

  検査は、次の３種類とする。 

(１) 中間検査・・・① 給水装置工事の穿孔工事、又は後日の竣工検査時に確認の困難
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なものは、中間検査を受けなければならない。 

          ② 貯水槽水道給水方式・直結増圧給水方式の場合は、配管等が完

了し、防凍材を施工するまでに中間検査を受けなければない。 

(２) 竣工検査・・・ 指定工事業者は、給水装置工事が完成した時、直ちに竣工検査の

日時を申込み、その検査を受けること。 

(３) 手直し検査・・・ 各検査の結果、施工方法、材料等が不適当と指摘されたときは、

速やかに手直しを行い、再検査を受けること。 

２ 検査の申し込み 

 (１) 指定工事業者は、給水装置工事が完了後速やかに、管理者に給水装置工事竣工届を

提出すること。  

 (２) 指定工事業者は、竣工検査を申し込むとき、給水装置竣工届受付簿に指定工事業者

名、申込者住所氏名及び水栓番号を記入すること。 

 (３) 主任技術者は、あらかじめ現地において使用材料等が給水装置の構造及び材質基準

に適合していることを確認し、使用開始前に給水装置管内を洗浄するとともに、通水

及び耐圧試験等の適合確認を行い、管理者に給水装置工事検査確認書を給水装置工事

竣工届とともに提出すること。 

３ 検査の方法 

  現地で給水装置を検査し確認する。ただし、検査の工程上、未確認の部分もあるので写

真検査も併用する。 

４ 主任技術者の立ち会い 

   給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、規程１３条第１号により指名された主任

技術者又は指定工事業者に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。 

５ 検査結果による手直し義務 

   中間検査又は竣工検査において手直しを指摘されたときは、速やかに手直しを行い、再

検査を受けること。 

６ 分岐工事の立会い 

(１) 配水管から分岐又は撤去工事を行う場合、上下水道局職員の立会いのうえ実施する。 

(２) 配水管から分岐又は撤去工事を施工するときは、事前に市納金の納付及び道路占用

許可、道路使用許可を得た後に、給水装置工事現場管理票を提出し、上下水道局備え

付けの表工事立会い予定表に立会い日時、工事場所、申込者氏名、指定工事業者名等

を記入すること。 
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給水装置工事フロー図
（市道・国道・県道占用の場合）

現地調査・設計・図面作成

同時提出

経由印押印 受け付け台帳記入

申込書写し添付

分担金・手数料・その他

納入確認 窓口払い

表分岐工事日程表調整

路面復旧工法協議

メーター出庫

概算納付金還付又は追徴通知

水栓番号貼付

給水装置工事申込者

指定給水装置工事事業者

道路掘削占用申請作成 給水装置工事申込書作成

給水装置工事申し込み

※
一
週
間
程
度

申　込　書　受　付

道路管理者申請書提出 審　　　　　　査 現地調査・設計・図面審査
水栓番号確定

警察道路使用許可申請 概算納付書作成

道 路 使 用 許 可 概算納付通知

道路掘削占用許可 納　付　完　了

※

給水装置工事着手

表分岐工事立会

道路管理者協議 工事用竣工届

工事用完了検査 一時工事用開栓届

道路管理者検査 １週間

完　了　検　査 維持管理依頼書  　 程度

路面復旧工事

概算納付金精算

路面復旧完了

一　般　竣　工　届 種別変更届
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